
建設産業担い手確保・育成・定着促進事業助成金交付要領 

（別表：運用） 

項目 対象者・人数 対象経費等 助成率 

資格取得 

促進助成 

各種一級施工管理技士の

資格取得のための講座等

を受講し，２次試験に合

格した者。 

１企業につき１名とし，

４０名を上限とする。 

１企業につき１名の助成

対象枠を確保し、予算の

範囲内で追加する。 

 

建設業者等に常勤する事業

主・役員及び従業員が，次

の①に掲げる資格を取得す

るために負担する②の経費

を対象とする。 

① 各種一級施工管理技士

（技士補は含まない。） 

② 事業年度に行われる①

の資格試験のために開

催される講習会等の講

座受講料。（受講に必須

の教材料含む。） 

 

１／２以内 

（上限５万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設ディ

レクター

導入促進

助成 

（一社）建設ディレクタ

ー協会が開催する建設デ

ィレクター育成講座を受

講し，建設ディレクター

として，認定された者。 

１企業につき１名とし，

１０名を上限とする。 

※ただし，令和５年３月

３１日時点において，既

に同認定を受けた者が在

籍している企業を除く。 

必要な助成対象人数を確

保する。 

 

建設業者等に常勤する事業

主・役員及び従業員が建設

ディレクター育成講座を受

けるために負担する受講料

（受講に必須の教材料含

む。） 

 

 

 

１／４以内 

（上限 82,500円） 

ＩＣＴ等 

研修費用 

助成 

 

 

 

 

 

 

以下の講座を受講した

者。 

⑴ドローンの操作研修ま

たは資格取得研修。 

⑵その他，建設業に関す

るＩＣＴについて学ぶこ

とのできる研修講座等。 

１企業につき１名とし，

３０名を上限とする。 

１企業につき１名の助成

対象枠を確保し、予算の

範囲内で追加する。 

 

建設業者等に常勤する事業

主・役員及び従業員が受講

する左記の研修等の受講料

（受講に必須の教材料含

む。） 

 

 

 

１／２以内 

（上限５万円） 

 

 

 

 

 

 

 

  ※項目毎に，１企業につき１名を助成対象とする。 

※資格取得促進助成、ＩＣＴ等研修費用助成の追加については、申請（受付）順とする。 


